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令和元年度クールチョイスひらつかについて 

 

１ 事業概要 

  本市では、平成２９年度より、市民や事業者に地球温暖化対策のために「賢い選択」

を促す事業「クールチョイスひらつか」として、クールシェア、ライトダウン、電気自

動車の試乗会等の事業を実施してきました。これらの事業を実施することで、一定数の

参加を得てきましたが、事業への参加が地球温暖化対策や環境配慮行動に関心を持つ一

部の市民、事業者に限られ、その他の多くの市民、事業者への普及啓発が課題としてあ

りました。 

環境省では、地域の自発的な地球温暖化対策への取組を促すため、基礎自治体の首長

が先頭に立ち、クールチョイスを地域内における企業・民間団体等と連携して、通年に

わたり展開する普及啓発活動に対して支援するための補助金（二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金（地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業））（以下「クールチョイ

ス補助金」という。）を平成２８年度より基礎自治体（市町村）に交付しているため、

本市も令和元年度よりクールチョイス補助金を活用して、市内企業、民間団体と連携し

た事業を実施することで、時期に併せてより多くの市民、事業者の参加を促す事業を年

間通して実施することにしました。また、市民に日常生活における環境配慮行動を要請

する点で市民に環境に配慮した行動への取組を宣言、報告して貰う事業のひらつかコツ

コツプランと親和性が高いことから、クールチョイスと共にコツコツプランの啓発も実

施する事業にします。 

 

２ 主なクールチョイス事業 

 ① ひらつかコツコツプランとクールチョイス賛同の周知を兼ねたリーフレットの作成 

  ・ ひらつかコツコツプランとクールチョイス賛同の周知を兼ねたリーフレットを作

成することで、両事業の相乗効果を図ります。 

・ クールチョイスの事業をコツコツプランの宣言メニューに採用することで、各ク

ールチョイス事業への参加意識を高めます。 

・ リーフレットを夏版（７～９月）、冬版（１１月～１月）の２種類作成すること

で、時期に併せた取組を年間を通して啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クールチョイスの賛同申請とコツコツプランの取組宣言を兼ねた  

リーフレット（夏期版） 
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 ② 湘南ベルマーレと共同したクールチョイス普及啓発事業 

  ・ 本市をホームタウンとするプロサッカーチームの湘南ベルマーレと共同でクール

チョイス事業等を啓発することで、当該チームの活動に関心のある市民への啓発

はもとより、その認知度を活用することで、より多くの市民へのクールチョイス

事業の啓発を図ります。 

  ・ 事業リーフレット、ポスターに湘南ベルマーレ選手、マスコットを使用します。 

  ・ 湘南ベルマーレ試合会場（８月１７日、１１月３０日）にブースを出店し、事業

リーフレットを試合観戦者に配布し、賛同書を回収します。 

  ・ 試合前の大型ビジョンで時期に併せたクールチョイス事業を周知します。 

   

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ③ 市内スーパーマーケットと共同したクールチョイス啓発事業 

 ・ 市内全域に複数店舗（９店舗）有し、地域に根差したスーパーマーケット（株式会社 

   しまむら）と共同でクールチョイス事業を啓発することで、市民にクールチョイスを 

   身近に感じてもらうと共に、店舗内で来店者に直接事業の周知を行うことで、事業の 

   確実な啓発を図ります。 

 ・ ８月に夏期事業リーフレットを４店舗、１２月に冬期事業リーフレットを９店舗で配

布することで、時期に併せてクールチョイス事業の周知を図ります。 

 

  

 

 

湘南ベルマーレホーム（８月１７日）ゲーム会場試合前大型ビジョンでクールチョ

イス、コツコツプランの周知をしている様子。 

８月１８日（日）にスーパーマーケット内で夏期事業リーフレット

の配布、回収事業を実施した事業の様子。 
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④ 市内事業者向け EV 長期使用モニター募集事業 

  ・ 市内事業者向けに長期使用モニターとして電気自動車を無料で貸し出すことに 

    より、事業者従業員に日々の生活の中での電気自動車の有用性を実感して貰い、 

    通勤車両としての電気自動車の導入促進を図ります。また、事業実施後、事業に参 

    加した事業者に対してアンケートを実施することで、市内に電気自動車を普及さ 

    せる際の課題等を検証します。 

  ・ 自動車メーカー（日産自動車株式会社）と共同で事業を実施することで、自動車メ 

    ーカーより充電カードの貸与、事業実施のサポート、事業周知の協力を得ます。 

  ・ モニター期間は、令和元年１０月２１日（月）～１２月２５日（水）で実施し、各 

    事業者に約１０日間、電気自動車を貸し出しています。（１１月１日時点で１１ 

    事業者から申込がありました。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 来年度実施を検討している事業 

  今年度実施したコツコツプランの宣言書とクールチョイス賛同登録を兼ねたリーフレ

ットの配布に加え、継続してライトダウン、クールシェアスポットの利用促進を図ると共

に、新たにエコドライブの推進、ZEH ビルダーと共同した ZEH の普及促進事業等の実施

を検討しています。 

 

                                    以 上 

市内事業者向け電気自動車長期使用モニター募集チラシ 


